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15
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
及
び
イ

ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
政
府

に
よ
る
請
求
権
の
解
決
に
関
す

る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
民
主
人
民
共

和
国
政
府
の
宣
言（
ア
ル
ジ
ェ
協

定
）

発
出
及
び
効
力
発
生　

一
九
八
一
年
一
月
一
九
日

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
民
主
人
民
共
和
国
政
府
は
、
イ
ラ
ン
・
イ
ス

ラ
ム
共
和
国
政
府
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
か
ら
受
領
し
た

正
式
の
遵
守
の
通
告
に
基
づ
き
、
こ
こ
に
イ
ラ
ン
及
び
合
衆
国

は
以
下
の
通
り
協
定
し
た
と
宣
言
す
る
。

第
一
条〔
仲
裁
へ
の
付
託
〕
イ
ラ
ン
及
び
合
衆
国
は
、
第
二
条

に
い
う
請
求
権
の
直
接
の
関
係
当
事
者
に
よ
る
解
決
を
促
進

す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
六
箇
月

以
内
に
解
決
さ
れ
な
い
い
ず
れ
か
の
そ
の
よ
う
な
請
求
権
は
、

こ
の
協
定
の
定
め
に
し
た
が
っ
て
拘
束
力
の
あ
る
第
三
者
に

よ
る
仲
裁
に
付
託
す
る
。
こ
の
六
箇
月
の
期
間
は
、
い
ず
れ

か
の
当
事
者
の
要
請
に
基
づ
き
一
度
だ
け
三
箇
月
延
長
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条〔
請
求
権
〕
１　

イ
ラ
ン
に
対
す
る
合
衆
国
国
民
の
請

求
権
及
び
合
衆
国
に
対
す
る
イ
ラ
ン
国
民
の
請
求
権
並
び
に

こ
の
よ
う
な
国
民
の
請
求
権
の
主
題
を
な
す
の
と
同
じ
契
約
、

取
引
又
は
事
件
か
ら
生
じ
る
い
ず
れ
か
の
反
訴
で
あ
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
請
求
権
及
び
反
訴
が
い
ず
れ
か
の
裁
判
所
に
係

属
し
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
こ
の
協
定
の
日
に
お
い
て
未

解
決
で
あ
り
、
か
つ
債
務
、
契
約（
信
用
状
又
は
銀
行
保
証

の
対
象
で
あ
る
取
引
を
含
む
。）、
収
用
又
は
そ
の
他
の
財
産

権
に
影
響
を
及
ぼ
す
措
置
か
ら
生
じ
る
も
の
に
つ
い
て
決
定

す
る
た
め
に
、
こ
こ
に
国
際
仲
裁
裁
判
所（
イ
ラ
ン
・
合
衆

国
仲
裁
裁
判
所
）を
設
置
す
る
。
た
だ
し
、
一
九
八
一
年
一

月
一
九
日
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
府
の
宣
言
の
第
一
一
項
に
い

う
請
求
権
、
同
項
に
い
う
行
為
に
対
応
す
る
合
衆
国
の
行
動

か
ら
生
じ
る
請
求
権
、
及
び
当
事
者
間
の
拘
束
力
あ
る
契
約

で
あ
っ
て
そ
の
も
と
で
生
じ
る
す
べ
て
の
紛
争
が
イ
ラ
ン
国

会
の
立
場
に
従
い
権
限
あ
る
イ
ラ
ン
の
裁
判
所
の
専
属
的
管

轄
権
に
服
す
る
と
と
く
に
規
定
す
る
も
の
か
ら
生
じ
る
も
の

は
除
外
す
る
１

。

２　

裁
判
所
は
ま
た
、
合
衆
国
と
イ
ラ
ン
の
相
互
間
の
公
的
な

請
求
権
で
あ
っ
て
、
物
品
ま
た
は
役
務
の
売
買
の
た
め
の
契

約
上
の
取
り
決
め
か
ら
生
じ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
管
轄
権

を
有
す
る
。

３　

裁
判
所
は
、
一
九
八
一
年
一
月
一
九
日
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

政
府
の
宣
言
の
第
一
六
─
一
七
項
に
定
め
る
よ
う
に
２

、
同

宣
言
の
い
ず
れ
か
の
条
項
の
解
釈
又
は
履
行
に
関
す
る
す
べ

て
の
紛
争
に
対
し
て
管
轄
権
を
有
す
る
。

第
三
条〔
裁
判
所
の
構
成
及
び
請
求
権
の
提
出
〕１　

裁
判
所
は
、

九
名
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
三
の
倍
数
で
あ
っ
て
イ
ラ
ン
及
び

合
衆
国
が
裁
判
所
の
業
務
の
す
み
や
か
な
遂
行
の
た
め
に
必

要
な
も
の
と
し
て
合
意
す
る
こ
と
の
あ
る
数
の
構
成
員
に
よ

り
構
成
す
る
。
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
後
九
〇
日
以
内
に
、

両
政
府
は
そ
れ
ぞ
れ
構
成
員
の
三
分
の
一
を
指
名
す
る
。
こ

れ
ら
の
構
成
員
の
指
名
の
後
三
〇
日
以
内
に
、
こ
の
よ
う
に

指
名
さ
れ
た
構
成
員
は
相
互
の
合
意
に
よ
り
構
成
員
の
残
り

の
三
分
の
一
を
選
任
し
か
つ
こ
の
三
分
の
一
か
ら
裁
判
所
長

を
指
名
す
る
。
請
求
権
は
、
裁
判
所
の
全
員
法
廷
に
よ
り
又

は
裁
判
所
長
の
決
定
に
よ
り
三
名
の
裁
判
所
構
成
員
か
ら
な

る
裁
判
部
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う

な
裁
判
部
は
裁
判
所
長
が
構
成
し
、
上
に
定
め
る
三
つ
の
方

法
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
各
一
名
の
構
成
員
か
ら
な
る
。

２

裁
判
所
の
構
成
員
の
指
名
及
び
裁
判
所
の
業
務
の
遂
行
は
、

国
際
連
合
国
際
商
取
引
法
委
員
会（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
）の

仲
裁
規
則
に
し
た
が
っ
て
行
う
。
た
だ
し
、
当
事
者
又
は
裁

判
所
が
こ
の
協
定
を
実
施
し
う
る
よ
う
確
保
す
る
た
め
に
修

正
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
三
名
か
ら
構
成

さ
れ
る
裁
判
所
の
構
成
員
の
指
名
の
た
め
の
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
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Ａ
Ｌ
規
則
を
、
こ
の
裁
判
所
の
指
名
に
準
用
す
る
。

３　

こ
の
協
定
の
範
囲
内
に
あ
る
合
衆
国
及
び
イ
ラ
ン
の
国
民

の
請
求
権
は
、
請
求
者
自
身
に
よ
り
又
は
二
五
〇
、〇
〇
〇

ド
ル
未
満
の
請
求
権
の
場
合
に
は
こ
の
よ
う
な
国
民
の
政
府

に
よ
り
、
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る
。

４　

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
後
一
年
又
は
裁
判
所
長
の
指
名

の
後
六
箇
月
の
い
ず
れ
か
の
よ
り
遅
い
日
以
降
は
、
い
か
な

る
請
求
権
も
裁
判
所
に
付
託
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の

期
限
は
、
一
九
八
一
年
一
月
一
九
日
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
府

の
宣
言
の
第
一
六
項
及
び
第
一
七
項
に
い
う
手
続
に
は
適
用

し
な
い
。

第
四
条〔
裁
定
の
効
力
〕１　

裁
判
所
の
す
べ
て
の
決
定
及
び
裁

定
は
、
終
局
か
つ
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

一
九
八
一
年
一
月
一
九
日
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
府
の
宣
言

の
第
七
項
が
規
定
す
る
よ
う
に
３

、
こ
の
協
定
の
も
と
に
お

け
る
す
べ
て
の
仲
裁
裁
定
が
履
行
さ
れ
た
と
き
に
は
、
裁
判

所
長
が
こ
れ
を
認
証
す
る
。

３　

い
ず
れ
か
の
政
府
に
対
し
て
裁
判
所
が
下
す
す
べ
て
の
裁

定
は
、
こ
の
よ
う
な
政
府
に
対
し
て
い
ず
れ
か
の
国
の
裁
判

所
に
お
い
て
そ
の
国
の
法
に
従
い
執
行
可
能
な
も
の
と
す
る
。

第
五
条〔
適
用
法
規
〕裁
判
所
は
、
裁
判
所
が
適
用
可
能
と
決
定

す
る
国
際
私
法
規
則
及
び
商
事
法
並
び
に
国
際
法
の
諸
原
則

を
適
用
し
、
関
連
あ
る
商
事
慣
行
、
契
約
条
項
及
び
変
化
し

た
事
情
を
考
慮
し
て
、
す
べ
て
の
事
件
を
法
の
尊
重
を
基
礎

と
し
て
決
定
す
る
。

第
六
条〔
所
在
地
、
代
理
人
、
費
用
及
び
協
定
の
解
釈
〕１　

裁

判
所
の
所
在
地
は
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー
グ
又
は
イ
ラ
ン
及
び
合

衆
国
が
合
意
す
る
そ
の
他
の
場
所
と
す
る
。

２　

両
政
府
は
、
裁
判
所
の
所
在
地
に
お
い
て
代
理
人
を
指
定

す
る
。
代
理
人
は
、
裁
判
所
に
お
い
て
政
府
を
代
表
し
、
裁

判
所
に
お
け
る
手
続
に
関
連
し
て
政
府
に
宛
て
ら
れ
、
又
は

そ
の
国
民
、
機
関
、
出
先
若
し
く
は
団
体
に
宛
て
ら
れ
た
通

知
又
は
そ
の
他
の
通
報
を
受
領
す
る
。

３　

裁
判
所
の
費
用
は
、
両
政
府
が
等
分
し
て
負
担
す
る
。

４　

こ
の
協
定
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
す
べ
て
の
問
題
は
、

イ
ラ
ン
又
は
合
衆
国
の
い
ず
れ
か
の
要
請
に
基
づ
き
裁
判
所

が
決
定
す
る
。

第
七
条〔
用
語
〕こ
の
協
定
の
適
用
上
、

１　

イ
ラ
ン
又
は
合
衆
国
の「
国
民
」
と
は
、
事
情
に
応
じ

て
、

（a） 

イ
ラ
ン
又
は
合
衆
国
の
市
民
で
あ
る
自
然
人
、
及
び
、

（b） 

イ
ラ
ン
又
は
合
衆
国
若
し
く
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
州
又

は
領
域
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
又
は
プ
エ
ル
ト
リ
コ
準
州
の

法
の
も
と
組
織
さ
れ
た
企
業
又
は
そ
の
他
の
法
人
で
あ
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
国
の
市
民
で
あ
る
自
然
人
が
集
団
的
に
、
直
接

又
は
間
接
に
、
こ
の
よ
う
な
企
業
又
は
団
体
の
資
本
金
の

五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
そ
れ
以
上
に
相
当
す
る
権
利
を
保
有

す
る
も
の
を
い
う
。

２　

イ
ラ
ン
又
は
合
衆
国
の「
国
民
の
請
求
権
」
と
は
、
事
情

に
応
じ
て
、
当
該
の
国
の
国
民
が
請
求
権
が
発
生
し
た
日
か

ら
こ
の
協
定
が
効
力
を
発
生
し
た
日
ま
で
継
続
的
に
所
有
す

る
請
求
権
を
い
う
。
こ
の
請
求
権
は
、
こ
の
よ
う
な
国
民
が

法
人
に
お
け
る
資
本
金
又
は
そ
の
他
の
財
産
的
権
利
の
所
有

権
を
通
じ
て
間
接
的
に
有
す
る
請
求
権
を
含
む
が
、
た
だ
し
、

こ
の
よ
う
な
国
民
の
所
有
権
の
権
利
が
集
団
的
に
、
請
求
権

の
発
生
の
時
点
に
お
い
て
企
業
又
は
そ
の
他
の
団
体
の
支
配

を
行
う
の
に
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
、

当
該
の
企
業
又
は
そ
の
他
の
団
体
が
こ
の
協
定
の
規
定
の
も

と
で
自
ら
請
求
権
を
提
出
す
る
資
格
を
有
さ
な
い
こ
と
を
条

件
と
す
る
。
仲
裁
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
た
請
求
権
は
、
請
求

権
の
裁
判
所
へ
の
付
託
の
時
点
に
お
い
て
、
イ
ラ
ン
又
は
合

衆
国
の
裁
判
所
若
し
く
は
い
ず
れ
か
の
他
の
裁
判
所
の
管
轄

権
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の
と
み
な
す
。

３　

「
イ
ラ
ン
」と
は
、
イ
ラ
ン
の
政
府
、
イ
ラ
ン
の
い
ず
れ
か

の
政
治
単
位
、
及
び
イ
ラ
ン
の
政
府
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
の

政
治
単
位
が
支
配
す
る
機
関
、
出
先
又
は
団
体
を
い
う
。

４　

「
合
衆
国
」と
は
、
合
衆
国
の
政
府
、
合
衆
国
の
い
ず
れ
か

の
政
治
単
位
、
合
衆
国
の
政
府
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
政
治

単
位
が
支
配
す
る
機
関
、
出
先
又
は
団
体
を
い
う
。

第
八
条〔
効
力
発
生
〕こ
の
協
定
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
府
が
イ

ラ
ン
及
び
合
衆
国
の
双
方
か
ら
こ
の
協
定
の
遵
守
の
通
告
を

受
領
し
た
と
き
に
効
力
を
発
生
す
る
。

［
編
注
］

１　

こ
の
宣
言
の
日
の
前
に
発
生
し
た
出
来
事
か
ら
生
じ
る
合

衆
国
又
は
合
衆
国
国
民
の
損
害
で
あ
っ
て
、（
Ａ
）一
九
七
九

年
一
一
月
四
日
に
お
け
る
五
二
名
の
合
衆
国
国
民
の
逮
捕
、

（
Ｂ
）
そ
の
後
の
彼
ら
の
抑
留
、（
Ｃ
）
一
九
七
九
年
一
一
月

三
日
以
後
の
在
テ
ヘ
ラ
ン
合
衆
国
大
使
館
の
構
内
に
お
け
る

合
衆
国
の
財
産
又
は
合
衆
国
国
民
の
財
産
に
対
す
る
損
害
、

（
Ｄ
）イ
ラ
ン
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
革
命
の
過
程
で
人
民
の
運

動
の
結
果
生
じ
た
合
衆
国
国
民
又
は
そ
の
財
産
へ
の
損
害
で

あ
っ
て
イ
ラ
ン
政
府
の
行
為
に
よ
る
も
の
で
な
い
も
の
、
に

関
連
す
る
も
の
を
い
う
。

２　

前
シ
ャ
ー
及
び
そ
の
近
縁
者
の
財
産
を
凍
結
し
、
こ
れ
に

対
す
る
イ
ラ
ン
の
訴
訟
を
援
助
す
る
合
衆
国
の
義
務
を
含
む
。

３　

同
項
は
、
イ
ラ
ン
に
対
す
る
裁
定
を
履
行
す
る
た
め
に
保

証
勘
定
を
設
定
し
、
裁
判
所
長
が
イ
ラ
ン
に
対
す
る
す
べ
て

の
裁
定
が
履
行
さ
れ
た
と
認
証
す
る
場
合
に
は
、
保
証
勘
定

の
残
額
は
イ
ラ
ン
に
移
転
さ
れ
る
と
規
定
す
る
。
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